
令和２年１１月３０日招集 

第７回天草市議会（定例会）議案書 

天 草 市 



令和２年第７回天草市議会（定例会）議案 

議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第１０５号 
専決処分事項の承認について（令和２年

度天草市一般会計補正予算 第１１号） 

令和２年 

１１月３０日

議第１０６号 

天草市出張所設置条例及び天草市地区

コミュニティセンター条例の一部を改

正する条例の制定について 

〃   

議第１０７号 
天草市職員の服務の宣誓に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第１０８号 

天草市議会議員に対する議員報酬及び

費用弁償等に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について 

〃   

議第１０９号 
天草市職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 
〃   

議第１１０号 

天草市職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例の制定につい

て 

〃   

議第１１１号 
天草市営火葬場条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第１１２号 
天草市汚泥再生処理センター条例の一

部を改正する条例の制定について 
〃   

議第１１３号 
天草市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定について 
〃   

議第１１４号 

天草市が管理する市道の構造の技術的

基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

〃   

議第１１５号 
天草市道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例の制定について 
〃   

議第１１６号 あらたに生じた土地の確認について 〃   

議第１１７号 字の区域の変更について 〃   

議第１１８号 字の区域の変更について 〃   
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議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第１１９号 工事請負契約の変更について 
令和２年 

１１月３０日

議第１２０号 
指定管理者の指定について（天草市営天

草本渡斎場） 
〃   

議第１２１号 
公有水面埋立免許に関する意見を述べ

ることについて 
〃   

議第１２２号 
令和２年度天草市一般会計補正予算（第

１２号） 
〃   

議第１２３号 
令和２年度天草市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号） 
〃   

議第１２４号 
令和２年度天草市介護保険特別会計補

正予算（第２号） 
〃   

議第１２５号 
令和２年度天草市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号） 
〃   

議第１２６号 
令和２年度天草市浄化槽市町村整備推

進事業特別会計補正予算（第１号） 
〃   

議第１２７号 
令和２年度天草市国民健康保険診療施

設特別会計補正予算（第２号） 
〃   

議第１２８号 
令和２年度天草市歯科診療所特別会計

補正予算（第１号） 
〃   

議第１２９号 
令和２年度天草市斎場事業特別会計補

正予算（第２号） 
〃   

議第１３０号 
令和２年度天草市病院事業会計補正予

算（第３号） 
〃   

議第１３１号 
令和２年度天草市水道事業会計補正予

算（第１号） 
〃   

議第１３２号 
令和２年度天草市下水道事業会計補正

予算（第１号） 
〃   
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議第１０５号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和２年度天草市

一般会計補正予算（第１１号）について、別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求め

る。 

  令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

 （提案理由） 

 専決処分したときは、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し、その承認

を得る必要がある。 
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天草市専決第１６号 

専 決 処 分 書 

令和２年度天草市一般会計補正予算（第１１号）を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

令和２年１１月５日 

天草市長 中 村 五 木   

 （専決処分の理由） 

 令和２年７月豪雨等及び台風第１０号に伴う災害復旧費並びにふるさと応援寄附金の増加に

伴う経費について、その予算措置に急を要するが、議会を招集する時間的余裕がないため、地

方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 
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令和２年度天草市一般会計補正予算（第１１号） 

令和２年度天草市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,577,848 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 66,541,209 千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

13 分担金及び負担金 296,258 5,478 301,736

1 分担金 44,135 5,478 49,613

15 国庫支出金 17,113,135 473,939 17,587,074

1 国庫負担金 5,369,714 473,939 5,843,653

16 県支出金 4,285,045 140,220 4,425,265

2 県補助金 1,452,510 140,220 1,592,730

18 寄附金 700,000 900,000 1,600,000

1 寄附金 700,000 900,000 1,600,000

19 繰入金 3,474,598 △ 280,089 3,194,509

2 基金繰入金 3,474,598 △ 280,089 3,194,509

22 市債 5,206,800 338,300 5,545,100

1 市債 5,206,800 338,300 5,545,100

33,887,525 33,887,525

64,963,361 1,577,848 66,541,209

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
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歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

2 総務費 9,286,192 611,080 9,897,272

1 総務管理費 8,599,613 611,080 9,210,693

10 災害復旧費 587,954 966,768 1,554,722

1 農林水産施設災害復旧費 148,894 243,859 392,753

2 公共土木施設災害復旧費 414,485 722,909 1,137,394

55,089,215 55,089,215

64,963,361 1,577,848 66,541,209

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
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第２表　繰越明許費補正

１　追　加 （単位：千円）

事　　　業　　　名 金　額

　１０　災害復旧費 　１　農林水産施設災害復旧費 現年発生補助災害復旧事業（農業施設等） 154,216

現年発生補助災害復旧事業（林業施設） 89,643

　２　公共土木施設災害復旧費 現年発生単独災害復旧事業（公共土木施設） 12,000

現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設） 710,909

款 項
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第３表　地方債補正

１　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

災害復旧事業 361,300
証書借入
又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金について
はその融資条件によ
り、銀行その他の場
合にはその債権者と
協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換
えすることができ
る。

699,600
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

起債の目的
補 正 前 補 正 後

-
 
1
0
 
-



議第１０６号 

   天草市出張所設置条例及び天草市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例

の制定について 

 天草市出張所設置条例及び天草市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市出張所設置条例及び天草市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 （天草市出張所設置条例の一部改正） 

第１条 天草市出張所設置条例（平成１８年天草市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

別表下津浦出張所の項中「２５０４番地」を「２５０５番地２」に改める。 

 （天草市地区コミュニティセンター条例の一部改正） 

第２条 天草市地区コミュニティセンター条例（平成１８年天草市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１下津浦地区コミュニティセンターの項を次のように改める。 

下津浦地区コミュニティセンター 天草市有明町下津浦２５０５番地２ 

別表第２下津浦地区コミュニティセンターの項を次のように改める。 

下津浦地区コミュ

ニティセンター 

大会議室 ４００円 ３００円

会議室Ａ １００円 １００円

会議室Ｂ １００円 １００円

会議室Ｃ １００円 １００円

調理実習室 １００円 １００円

附 則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 下津浦出張所及び下津浦地区コミュニティセンターの移転に伴い、条例を改正する必要があ

る。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０７号 

   天草市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

天草市職員の服務の宣誓に関する条例（平成１８年天草市条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、

前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

会計年度任用職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるため、条例を改正する必要がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０８号 

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年天草市条

例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第２条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

 （天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１８年天草市条例第４３号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第４条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

 （天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第５条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２１年天草市条例第８７号）

の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第６条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 
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  第５条第２項中「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、令和３

年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

 期末手当の支給月数を改めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条第４

項及び第２０４条第３項の規定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。
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議第１０９号

   天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

   天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （天草市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市職員の給与に関する条例（平成１８年天草市条例第４６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２４条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１１０」

を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」

に、「１００分の１１０」を「１００分の１０５」に改める。 

第２条 天草市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２４条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１

０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中「１００分の１２５」を「１００

分の１２７．５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施行

する。 

（提案理由） 

国の人事院勧告等を踏まえ、職員の給与を改定するため、条例を改正する必要がある。  

これが、この条例を提出する理由である。
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議第１１０号 

   天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

天草市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年天草市条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則に次の２項を加える。 

（防疫等作業手当の特例） 

３ 職員が、新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年

法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）から

住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって任命権者が定

めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、別表防疫等作

業手当の項の規定は、適用しない。 

４ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につき、３，０００円とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第３項及び第４項の規定は、令和２年１０

月１２日から適用する。 

（提案理由） 

新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当を支給するため、条例を改正する必要があ

る。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１１号 

   天草市営火葬場条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市営火葬場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市営火葬場条例の一部を改正する条例 

天草市営火葬場条例（平成２０年天草市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表天草市営牛深火葬場の項中「牛深町５１３番地３」を「久玉町１０２６番地４」

に改める。 

別表２天草市営牛深火葬場使用料の表を次のように改める。 

２ 天草市営牛深火葬場使用料 

区分 単位 金額 

市の区域内に居住してい

た死亡者 

市の区域外に居住してい

た死亡者 

大人（１２歳以上）１体 ２０，０００円 ４０，０００円

小人（１２歳未満）１体 １５，０００円 ３０，０００円

死産児 １体 １０，０００円 ２０，０００円

改葬等その他 １体 ７，０００円 １５，０００円

附 則 

この条例は、令和３年２月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 天草市営牛深火葬場の移転に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１２号 

   天草市汚泥再生処理センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市汚泥再生処理センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市汚泥再生処理センター条例の一部を改正する条例 

天草市汚泥再生処理センター条例（平成１８年天草市条例第１５７号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「浄化槽汚泥」を「浄化槽その他の排水を処理するための設備から生じた汚泥」に

改める。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（処理等を行う汚泥の種類） 

第２条の２ 処理センターで処理及び再資源化を行う第１条の汚泥の種類は、次に掲げるもの

とする。 

 浄化槽（浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽（同法第

３条の２第２項又は浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）附則第

２条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。）をいう。）から生じた汚泥 

 ディスポーザー排水処理槽（生ごみを粉砕し、水と混和して排水する装置に接続され、

当該排水を浄化するために設置された処理槽をいう。）から生じた汚泥（前号に掲げるも

のを除く。） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（提案理由） 

 ディスポーザー排水処理槽から生じた汚泥を新たに処理することに伴い、条例を改正する必
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要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１３号 

   天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

天草市国民健康保険税条例（平成１８年天草市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第１号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の

５に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定す

る給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規 

定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。） 

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額

に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額

が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以

下この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当 

該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め、 

同条第２号及び第３号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）」に改める。 

附則第１８項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「所得税法」に改め、「同条中

「法第７０３条の５に規定する総所得金額」の次に「及び山林所得金額」を加え、「、「法」

を「「法」に改め、「とする。）」の次に「及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるの
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は「１２５万円」を加える。 

附 則 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の天草市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 

（提案理由） 

 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）の一部改正に伴い、条例を改正する必要があ

る。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１４号 

   天草市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 天草市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

 天草市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例（平成２４年天草市条例第４６号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同条第５項中「の車道」の次

に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第５条第２項中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（自転車通行帯） 

第７条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の市道（自転車道を設ける市

道を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける市道にあっては、停車帯の右側。次項

において同じ。）に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の市道又は自動車及び歩行者の交通量が多い

第３種若しくは第４種の市道（自転車道を設ける市道及び前項に規定する市道を除く。）に 

は、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、

車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理 

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その 

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートルまで縮小することができる。 
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４ 自転車通行帯の幅員は、当該市道の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

第８条第１項中「又は第４種の市道」を「（第４級及び第５級を除く。次項において同じ。）  

又は第４種（第３級及び第４級を除く。同項において同じ。）の市道で設計速度が１時間につ 

き６０キロメートル以上であるもの」に改め、同条第２項中「市道（」を「市道で設計速度が

１時間につき６０キロメートル以上であるもの（」に改める。 

第９条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。 

第１０条第１項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加える。 

第２９条第３号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第３８条中「第７条第１項」の次に「、第８条第１項及び第２項」を加える。 

 第３９条中「第７条」の次に「、第７条の２第３項」を加える。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第３種及び第４種の市道については、こ

の条例による改正後の第７条の２並びに第８条第１項及び第２項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

（提案理由） 

道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）の一部改正を踏まえ、条例を改正する必要がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１５号 

   天草市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

         天草市長 中 村 五 木   

天草市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

天草市道路占用料徴収条例（平成１８年天草市条例第２３１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 占用物件 占用料 

単位 金額 

法第３２条第

１項第１号に

掲げる工作物 

第一種電柱 １本につき１年 ６４０円

第二種電柱 ９８０円

第三種電柱 １，３２０円

第一種電話柱 ５７０円

第二種電話柱 ９１０円

第三種電話柱 １，２５０円

その他の柱類 ５７円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルに

つき１年 

６円

地下に設ける電線その他の線類 ３円

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５６０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

３４０円

変圧塔その他これに類するもの及び公１個につき１年 １，１４０円
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衆電話所 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ４８０円

広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１００円

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１４０円

法第３２条第

１項第２号に

掲げる物件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートルに

つき１年 

２４円

外径が０．０７メートル以上０．１メ

ートル未満のもの 

３４円

外径が０．１メートル以上０．１５メ

ートル未満のもの 

５１円

外径が０．１５メートル以上０．２メ

ートル未満のもの 

６８円

外径が０．２メートル以上０．３メー

トル未満のもの 

１００円

外径が０．３メートル以上０．４メー

トル未満のもの 

１４０円

外径が０．４メートル以上０．７メー

トル未満のもの 

２４０円

外径が０．７メートル以上１メートル

未満のもの 

３４０円

外径が１メートル以上のもの ６８０円

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１４０円

法第３２条第

１項第５号に

掲げる施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの Ａに０．００５

を乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００８

を乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに０．０１を

乗じて得た額 
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上空に設ける通路 ５５０円

地下に設ける通路 ３３０円

その他のもの １，１４０円

法第３２条第

１項第６号に

掲げる施設 

祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける

もの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

１１円

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１１０円

道路法施行令

（昭和２７年

政令第４７９

号。以下

「令」とい

う。）第７条

第１号に掲げ

る物件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に設けるもの 表示面積１平方メ

ートルにつき１月 

１１０円

その他のもの 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１００円

標識 １本につき１年 ９１０円

旗ざお 祭礼、縁日等に際し、一時

的に設けるもの 

１本につき１日 １１円

その他のもの １本につき１月 １１０円

幕（令第

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

祭礼、縁日等に際し、一時

的に設けるもの 

その面積１平方メ

ートルにつき１日 

１１円

その他のもの その面積１平方メ

ートルにつき１月 

１１０円

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 １，１００円

その他のもの ５５０円

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１４０円

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号

に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１１０円
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令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号

に掲げる施設 

１１０円

令第７条第８

号に掲げる施

設 

トンネルの上又は高架の道路の路面下

に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

令第７条第９

号に掲げる施

設 

建築物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１６

を乗じて得た額 

令第７条第１

０号に掲げる

施設及び自動

車駐車場 

建築物 Ａに０．０２３

を乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１６

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０３３

を乗じて得た額 

（備考） 

１ 第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち３ 

条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同 

じ。）を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持する 

ものを、第三種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

２ 第一種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する

柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を

設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第

二種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第三種電話柱と

は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す

る電線をいうものとする。 
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４ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 

５ Ａは、近傍類似の土地（令第７条第８号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設け

るものについて近傍類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成

上の諸要素が類似した土地）の固定資産税評価額を表すものとする。 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メートル若しくは

１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メートル若しくは

１メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算するものとする。 

７ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満であるとき、 

又はその期間に１年未満の端数があるときは月割りをもって計算するものとする。この

場合において、１月未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算するものとす

る。 

８ 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間に１月未満の端数があ

るときはその端数を切り上げて計算するものとする。 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料につ

いて適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

 道路占用料の見直しに伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１６号 

あらたに生じた土地の確認について 

天草市の区域内に公有水面の埋立てにより、あらたに次に掲げる土地を生じたため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により確認するものとする。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

 天草市牛深町字鬼塚２０６１番１６に隣接する無番地地先、字石神２０３９番１２及び２０

３９番１２６地先、２０３９番８５に隣接する無番地地先、２０３９番５２及び２０３９番６

４地先、２０３９番８３及び２０３９番１０２に隣接する無番地地先並びに字白濱１２１１番

２３地先の公有水面埋立地 

２２，２６０．３３平方メートル 

（提案理由） 

 市の区域内にあらたに生じた土地を確認するには、地方自治法第９条の５第１項の規定によ

り、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１１７号 

   字の区域の変更について 

公有水面の埋立てにより、あらたに次に掲げる土地を生じたため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２６０条第１項の規定により天草市の字の区域を次のとおり変更するものと

する。 

  令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

あらたに生じた土地 編入する字 

天草市牛深町字鬼塚２０６１番１６に隣接する無番地地先、字石神

２０３９番１２及び２０３９番１２６地先、２０３９番８５に隣接す

る無番地地先、２０３９番５２及び２０３９番６４地先、２０３９番

８３及び２０３９番１０２に隣接する無番地地先並びに字白濱１２１

１番２３地先の公有水面埋立地 

２２，２６０．３３平方メートル 

天草市牛深町字

石神 

（提案理由） 

 市の区域内の字の区域を変更するには、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の

議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１１８号 

字の区域の変更について 

 天草市の字の区域を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により

次のとおり変更するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

変更前 

の大字 

変更前 

の 字 
区      域 

変更後 

の大字 

変更後 

の 字 

五和町 

御領 

大塘 ８７６９番の一部、８７８９番の一部、

８７９０番の一部、８７９６番の一部、

８７９７番の一部、８７９９番の一部、

８８０１番の一部、８８０２番の一部、

８８０３番１の一部、８８０３番２及

びこれらの区域に隣接する道路、水路

である公有地の一部   

五和町 

御領 

新開 

五和町 

御領 

大塘 ８７８６番の一部、８７８８番の一部、

８７８９番の一部及びこれらの区域に

隣接する道路である公有地の全部並び

に８８０３番２に隣接する道路である

公有地の一部 

五和町 

御領 

干切 

五和町 

御領 

新開 ９６２８番５６に隣接する道路である

公有地の一部 

五和町 

御領 

干切 

五和町 

御領 

干切 ８８０４番３の一部 五和町 

御領 

新開 
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五和町 

御領 

干切 ８８１１番１の一部、８８１１番２の

一部、８８１２番２、８８１３番、８８

１６番、８８１７番１及びこれらの区

域に隣接する水路である公有地の全部 

五和町 

御領 

大塘 

 （提案理由） 

 市の区域内の字の区域を変更するには、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の 

議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１１９号 

   工事請負契約の変更について 

令和２年８月７日議決された議第８１号「工事請負契約の締結について」の一部を次のよう

に変更するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

 「契約の金額 ４３７，０３０，０００円」を「契約の金額 ４０７，６３３，３８６円」

とする。 

（提案理由） 

 （都）今釜本渡港線橋梁（Ｐ２・Ｐ３橋脚）工事請負契約において、設計図書の変更等に伴

い契約金額を減額する必要が生じたため、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２０号 

   指定管理者の指定について 

 天草市営火葬場条例（平成２０年天草市条例第５３号）第１１条第１項の規定に基づく指定

管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市営天草本渡斎場 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市新和町小宮地６５８７番地 

有限会社 光正社 

３ 指定の期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２１号 

公有水面埋立免許に関する意見を述べることについて 

公有水面埋立免許に関しては、免許権者（熊本県知事）に対し、次のとおり意見を述べるも

のとする。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

１ 出願者の住所及び氏名 

  熊本県熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 道路管理者  熊本県 

２ 埋立位置及び埋立区域 

 埋立位置 

     天草市新和町中田字後大坪５番６、１番４、３番２地先の公有水面 

 埋立区域 

     次の①の地点から⑳の地点を順次に直線で結んだ線及び⑳の地点と①の地点を結ぶ

平成３１年の春分の満潮位（ＴＰ＋１．６８ｍ）における公有水面と陸地との境界線

により囲まれた区域 

     ①の地点 基点 三等三角点広浦（北緯３２度１９分２１．４９２９秒、東経１３

０度１０分４７．７０８１秒）から２７３度０５分３２秒２３４８．５３ｍの地点 

②の地点 ①の地点から  １７７度１５分５１秒   １６５．７０ｍの地点

③の地点 ②の地点から  １８５度３４分２２秒    １０．６４ｍの地点 

④の地点  ③の地点から  １９５度４５分１２秒     ８．０４ｍの地点 

⑤の地点  ④の地点から  ２０４度０２分２３秒     ５．３４ｍの地点 

⑥の地点  ⑤の地点から  ２１１度５８分４３秒     ７．０３ｍの地点 

⑦の地点  ⑥の地点から  ２２２度３０分２７秒     ９．３０ｍの地点 

⑧の地点  ⑦の地点から  ２３１度１５分１６秒    ８．６７ｍの地点 

⑨の地点  ⑧の地点から  ２３９度４９分０８秒     ７．１１ｍの地点 

⑩の地点  ⑨の地点から  ２５１度１６分１７秒      ９．１３ｍの地点 
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⑪の地点  ⑩の地点から  ２６５度１８分５４秒   １２．１７ｍの地点 

⑫の地点  ⑪の地点から  ２７４度００分４０秒     ７．２９ｍの地点 

⑬の地点  ⑫の地点から  ２７９度３５分５６秒   ４５．３９ｍの地点 

⑭の地点  ⑬の地点から  ２８６度０４分０５秒     ９．２４ｍの地点 

⑮の地点  ⑭の地点から  ２８９度２４分１１秒    ６．８９ｍの地点 

⑯の地点  ⑮の地点から  ２９３度１０分０９秒    ６．９０ｍの地点 

⑰の地点  ⑯の地点から  ２９７度４４分３０秒   １１．５９ｍの地点 

⑱の地点  ⑰の地点から  ３０６度０８分０３秒   １４．５０ｍの地点 

⑲の地点  ⑱の地点から  ３００度１９分３８秒   ３３．８１ｍの地点 

⑳の地点  ⑲の地点から   ３０度２３分３０秒     ０．２８ｍの地点 

３ 埋立地の用途 

道路敷 ４，３３０．８４平方メートル 

護岸敷   ６１５．８１平方メートル 

合 計 ４，９４６．６５平方メートル 

４ 埋立地の面積 

  ４，９４６．６５平方メートル 

意見 公有水面埋立免許をされることについては、何ら異議ありません。 

 （提案理由） 

 埋立免許権者に対して公有水面埋立免許に関する意見を述べようとするときは、公有水面埋

立法（大正１０年法律第５７号）第３条第４項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２２号 

令和２年度天草市一般会計補正予算（第１２号） 

令和２年度天草市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,531,444 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 68,072,653 千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
3
8
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

11 地方交付税 22,456,000 88,820 22,544,820

1 地方交付税 22,456,000 88,820 22,544,820

13 分担金及び負担金 301,736 1,455 303,191

1 分担金 49,613 1,455 51,068

15 国庫支出金 17,587,074 164,320 17,751,394

1 国庫負担金 5,843,653 △ 7,187 5,836,466

2 国庫補助金 11,729,773 170,412 11,900,185

3 国庫委託金 13,648 1,095 14,743

16 県支出金 4,425,265 91,809 4,517,074

1 県負担金 2,663,153 △ 26,211 2,636,942

2 県補助金 1,592,730 118,020 1,710,750

18 寄附金 1,600,000 2,000 1,602,000

1 寄附金 1,600,000 2,000 1,602,000

19 繰入金 3,194,509 △ 929,100 2,265,409

2 基金繰入金 3,194,509 △ 929,100 2,265,409

20 繰越金 1 1,518,334 1,518,335

1 繰越金 1 1,518,334 1,518,335

21 諸収入 782,568 22,606 805,174

5 雑入 591,242 22,606 613,848

-
 
3
9
 
-



22 市債 5,545,100 571,200 6,116,300

1 市債 5,545,100 571,200 6,116,300

10,648,956 10,648,956

66,541,209 1,531,444 68,072,653

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
4
0
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 議会費 275,975 △ 1,922 274,053

1 議会費 275,975 △ 1,922 274,053

2 総務費 9,897,272 968,245 10,865,517

1 総務管理費 9,210,693 965,164 10,175,857

2 徴税費 332,815 △ 5,295 327,520

3 地籍調査費 47,464 76 47,540

4 戸籍住民基本台帳費 176,567 8,883 185,450

5 選挙費 27,298 △ 194 27,104

6 統計調査費 59,088 250 59,338

7 監査委員費 43,347 △ 639 42,708

3 民生費 25,663,979 △ 90,835 25,573,144

1 社会福祉費 12,796,037 △ 28,035 12,768,002

2 高齢者福祉費 4,492,378 △ 56,944 4,435,434

3 児童福祉費 6,611,599 2,203 6,613,802

4 生活保護費 1,536,640 △ 8,059 1,528,581

4 衛生費 6,330,545 △ 16,304 6,314,241

1 保健衛生費 984,857 28,333 1,013,190

2 環境費 3,269,709 △ 13,689 3,256,020

3 斎場費 82,567 △ 7,670 74,897

4 水道費 747,104 5,962 753,066

5 病院費 1,099,360 △ 14,933 1,084,427

6 看護専門学校費 146,948 △ 14,307 132,641

-
 
4
1
 
-



5 農林水産業費 2,501,352 67,161 2,568,513

1 農業費 1,480,439 33,339 1,513,778

2 林業費 337,768 26,782 364,550

3 水産業費 683,145 7,040 690,185

6 商工費 2,542,212 210 2,542,422

1 商工費 2,542,212 210 2,542,422

7 土木費 4,374,211 △ 6,452 4,367,759

1 土木管理費 196,742 △ 3,946 192,796

2 道路橋梁費 1,396,531 △ 3,165 1,393,366

3 河川費 236,597 △ 4,924 231,673

4 港湾費 189,566 △ 3,663 185,903

5 都市計画費 2,071,846 9,049 2,080,895

7 住宅費 282,929 197 283,126

8 消防費 2,111,654 △ 1,161 2,110,493

1 消防費 2,111,654 △ 1,161 2,110,493

9 教育費 4,093,553 597,952 4,691,505

1 教育総務費 1,704,940 △ 5,688 1,699,252

2 小学校費 353,564 △ 13,840 339,724

3 中学校費 274,160 8,574 282,734

4 幼稚園費 148,350 △ 14,583 133,767

6 学校給食費 896,963 627,123 1,524,086

7 社会教育費 715,576 △ 3,634 711,942

10 災害復旧費 1,554,722 14,550 1,569,272

1 農林水産施設災害復旧費 392,753 14,550 407,303

-
 
4
2
 
-



7,195,734 7,195,734

66,541,209 1,531,444 68,072,653

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
4
3
 
-



第２表　繰越明許費補正

１　追　加 （単位：千円）

事　　　業　　　名 金　額

　４　衛生費 　２　環境費 汚泥再生処理センター整備事業 16,681

　５　農林水産業費 　１　農業費 農業水路等長寿命化・防災減災事業 30,000

　２　林業費 有害鳥獣資源化事業 53,596

　７　土木費 　２　道路橋梁費 市道改良（交付金）事業 29,105

　５　都市計画費 景観からの島づくり事業 29,008

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 519,000

都市計画道路太田町水の平線整備事業 148,000

公園施設長寿命化対策支援事業 6,448

　９　教育費 　３　中学校費 中学校施設営繕事業 5,184

　６　学校給食費 （新）本渡学校給食センター建設事業 647,625

　10　災害復旧費 　１　農林水産施設災害復旧費 現年発生単独災害復旧事業（治山施設） 14,550

款 項

-
 
4
4
 
-



第３表　債務負担行為補正

１　追　加 （単位：千円）

事　　　項

議会広報紙印刷製本費

広報紙印刷製本費

広報紙配送業務委託料

ケーブルテレビ行政放送委託料

コミュニティセンター指定管理料（５３施設）

緊急通報システム運用業務委託料

ごみ袋作製費

一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（本渡地区・不燃及び倉岳
地区を除く全て）

御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料

一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）運搬業務委託料

天草市汚泥再生処理センター運転管理業務委託料

総合交流ターミナル施設ユメール指定管理料

道路維持補修業務委託料

瀬戸歩道橋操作及び保守点検業務委託料

スクールボート運航管理業務委託料

本渡北小学校仮設校舎借上料

（新）本渡学校給食センター建設事業

令和3年度

令和3年度

令和3年度～令和5年度

令和3年度～令和4年度

令和3年度～令和7年度

令和3年度

令和3年度～令和7年度

令和3年度

令和3年度

667,120

限　度　額期　　　間

14,867

4,066

1,994

241,729令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和3年度

5,408令和3年度

令和3年度～令和7年度

令和3年度

令和3年度

34,215

29,994

425,884

23,692

90,056

22,525

175,900

205,780

25,016

6,499

1,317,359

-
 
4
5
 
-



２　変　更 （単位：千円）

期　　　間 限　度　額 期　　　間 限　度　額

漁業経営安定資金利子等補給
令和3年度～
令和12年度

10,940
令和3年度～
令和12年度

34,330

変　更　後変　更　前
事　　　項

-
 
4
6
 
-



第４表　地方債補正

１　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

農林業施設整備事業 18,400
証書借入
又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金について
はその融資条件によ
り、銀行その他の場
合にはその債権者と
協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換
えすることができ
る。

23,200
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

漁港施設整備事業 202,600 〃 〃 〃 210,100 〃 〃 〃

小学校施設整備事業 58,500 〃 〃 〃 68,300 〃 〃 〃

中学校施設整備事業 49,100 〃 〃 〃 56,400 〃 〃 〃

共同調理場施設整備事業 13,100 〃 〃 〃 590,100 〃 〃 〃

災害復旧事業 699,600 〃 〃 〃 699,200 〃 〃 〃

臨時財政対策債 948,000 〃 〃 〃 913,200 〃 〃 〃

補 正 前 補 正 後
起債の目的

-
 
4
7
 
-



議第１２３号 

令和２年度天草市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

令和２年度天草市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 272,334 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,744,926 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
4
8
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

7 繰入金 1,104,366 △ 20,737 1,083,629

1 一般会計繰入金 1,104,365 △ 20,737 1,083,628

8 繰越金 1 293,071 293,072

1 繰越金 1 293,071 293,072

11,368,225 11,368,225

12,472,592 272,334 12,744,926

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
4
9
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 147,605 4,362 151,967

1 総務管理費 126,562 4,362 130,924

2 保険給付費 9,399,333 216,027 9,615,360

1 療養諸費 7,981,903 216,027 8,197,930

6 保健事業費 140,665 △ 42 140,623

3 総合保健施設事業費 26,757 △ 42 26,715

9 諸支出金 10,001 51,987 61,988

1 償還金及び還付加算金 10,001 51,987 61,988

2,774,988 2,774,988

12,472,592 272,334 12,744,926

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
5
0
 
-



議第１２４号 

令和２年度天草市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

令和２年度天草市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 274,746 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,265,538 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
5
1
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

3 国庫支出金 3,214,565 1,595 3,216,160

2 国庫補助金 1,245,479 1,595 1,247,074

7 繰入金 2,205,502 △ 88,953 2,116,549

1 一般会計繰入金 1,911,502 △ 88,953 1,822,549

8 繰越金 14,093 362,104 376,197

1 繰越金 14,093 362,104 376,197

6,556,632 6,556,632

11,990,792 274,746 12,265,538

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
5
2
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 256,062 △ 3,988 252,074

1 総務管理費 152,071 △ 3,988 148,083

6 基金積立金 328 234,484 234,812

1 基金積立金 328 234,484 234,812

8 諸支出金 17,093 44,250 61,343

1 償還金及び還付加算金 17,093 44,250 61,343

11,717,309 11,717,309

11,990,792 274,746 12,265,538

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
5
3
 
-



議第１２５号 

令和２年度天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

令和２年度天草市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8,410 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,345,617 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
5
4
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

3 県支出金 0 383 383

1 県補助金 0 383 383

4 繰入金 475,558 △ 11,901 463,657

1 一般会計繰入金 475,558 △ 11,901 463,657

5 繰越金 1 3,175 3,176

1 繰越金 1 3,175 3,176

6 諸収入 43,497 △ 67 43,430

4 雑入 42,455 △ 67 42,388

834,971 834,971

1,354,027 △ 8,410 1,345,617

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
5
5
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 35,557 2,692 38,249

1 総務管理費 33,723 2,692 36,415

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,282,288 △ 11,102 1,271,186

1
熊本県後期高齢者医療広域連合
納付金

1,282,288 △ 11,102 1,271,186

36,182 36,182

1,354,027 △ 8,410 1,345,617

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
5
6
 
-



議第１２６号 

令和２年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第１号） 

令和２年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 815 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 120,627 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
5
7
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

6 繰入金 59,004 708 59,712

1 一般会計繰入金 59,004 708 59,712

7 繰越金 1 107 108

1 繰越金 1 107 108

60,807 60,807

119,812 815 120,627

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
5
8
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 浄化槽市町村整備推進事業費 98,846 815 99,661

1 浄化槽市町村整備推進事業費 98,846 815 99,661

20,966 20,966

119,812 815 120,627

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
5
9
 
-



議第１２７号 

令和２年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第２号） 

令和２年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,175 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 244,450 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
6
0
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 診療収入 92,436 △ 10,586 81,850

1 診療収入 92,436 △ 10,586 81,850

5 繰入金 94,977 △ 7,035 87,942

1 一般会計繰入金 94,977 △ 7,035 87,942

6 繰越金 1 16,446 16,447

1 繰越金 1 16,446 16,447

58,211 58,211

245,625 △ 1,175 244,450

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
6
1
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務管理費 206,908 △ 1,175 205,733

1 総務管理費 206,908 △ 1,175 205,733

38,717 38,717

245,625 △ 1,175 244,450

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
6
2
 
-



議第１２８号 

令和２年度天草市歯科診療所特別会計補正予算（第１号） 

令和２年度天草市の歯科診療所特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 566 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 50,706 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
6
3
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 歯科診療収入 24,600 △ 840 23,760

1 歯科診療収入 24,600 △ 840 23,760

3 繰入金 24,132 △ 8,025 16,107

1 一般会計繰入金 24,132 △ 8,025 16,107

4 繰越金 1 9,431 9,432

1 繰越金 1 9,431 9,432

1,407 1,407

50,140 566 50,706

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
6
4
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務管理費 37,866 566 38,432

1 総務管理費 37,792 566 38,358

12,274 12,274

50,140 566 50,706

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
6
5
 
-



議第１２９号 

令和２年度天草市斎場事業特別会計補正予算（第２号） 

令和２年度天草市の斎場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入予算の補正） 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第１表 歳入予算補正」による。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
6
6
 
-



第１表　歳入予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

3 繰入金 82,567 △ 7,670 74,897

1 繰入金 82,567 △ 7,670 74,897

4 繰越金 1 7,670 7,671

1 繰越金 1 7,670 7,671

801,130 801,130

883,698 0 883,698

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
6
7
 
-



議第１３０号 

令和２年度天草市病院事業会計補正予算（第３号） 

（総則） 

第１条 令和２年度天草市の病院事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和２年度天草市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

収  入 

第１款 病院事業収益        3,995,755 千円            149,670 千円           4,145,425 千円 

第２項 医業外収益         726,045 千円            149,670 千円            875,715 千円 

支  出 

第１款 病院事業費用        3,993,537 千円             81,556 千円           4,075,093 千円 

第１項 医業費用         3,923,319 千円             81,556 千円           4,004,875 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「250,736 千円」を「255,766 千円」に、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額「15,888 千円」を「21,309 千円」に、過年度分損益勘定留保資金「234,848 千円」を「234,457 千円」に

-
 
6
8
 
-



改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

収  入 

第１款 資本的収入           262,943 千円            54,602 千円            317,545 千円 

第３項 県補助金           29,419 千円            54,602 千円             84,021 千円 

支  出 

第１款 資本的支出           513,679 千円            59,632 千円            573,311 千円 

第１項 建設改良費         174,763 千円            59,632 千円             234,395 千円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

（１）職員給与費          2,586,758 千円            70,133 千円           2,656,891 千円 

 （他会計からの補助金） 

第５条 予算第８条に定めた補助金の金額を次のように改める。 

款 項 既決予定額 補正予定額 計 

病院事業収益 医業外収益 151,077 千円 127 千円 151,204 千円

合      計 175,505 千円 127 千円 175,632 千円

-
 
6
9
 
-



（債務負担行為） 

第６条  予算第 10 条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、「第１表 債務負担行為」のとおり追加す

る。 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   

-
 
7
0
 
-



第１表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

病院清掃業務委託料（牛深・河浦） 令和3年度～令和5年度 78,452

年度別内訳

令和3年度 26,150

令和4年度 26,151

令和5年度 26,151

浄化槽保守点検業務委託料 令和3年度～令和5年度 24,850

年度別内訳

令和3年度 8,284

令和4年度 8,283

令和5年度 8,283

透視撮影装置保守業務委託料 令和3年度～令和5年度 11,817

年度別内訳

令和3年度 3,939

令和4年度 3,939

令和5年度 3,939

自動分析装置保守業務委託料 令和3年度～令和5年度 4,404

年度別内訳

令和3年度 1,468

令和4年度 1,468

令和5年度 1,468
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（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

ＦＣＲシステム保守業務委託料 令和3年度～令和5年度 2,882

年度別内訳

令和3年度 960

令和4年度 961

令和5年度 961

自動ドア保守管理業務委託料 令和3年度～令和5年度 2,403

年度別内訳

令和3年度 801

令和4年度 801

令和5年度 801

電話設備保守管理業務委託料 令和3年度～令和5年度 1,665

年度別内訳

令和3年度 555

令和4年度 555

令和5年度 555

Ｘ線撮影装置保守業務委託料 令和3年度～令和5年度 1,650

年度別内訳

令和3年度 550

令和4年度 550

令和5年度 550
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（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

検査・健診システム保守業務委託料 令和3年度～令和5年度 1,470

年度別内訳

令和3年度 490

令和4年度 490

令和5年度 490

感染性産業廃棄物処理業務委託料 令和3年度～令和5年度 契約に定める額

年度別内訳

令和3年度 契約に定める額

令和4年度 契約に定める額

令和5年度 契約に定める額

廃棄物収集運搬処理業務委託料 令和3年度～令和5年度 契約に定める額

年度別内訳

令和3年度 契約に定める額

令和4年度 契約に定める額

令和5年度 契約に定める額

患者衣・寝具等賃借料 令和3年度～令和5年度 契約に定める額

年度別内訳

令和3年度 契約に定める額

令和4年度 契約に定める額

令和5年度 契約に定める額

オーダリングシステム等保守管理委託料 令和3年度 18,478
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（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

ＣＴスキャナ保守業務委託料 令和3年度 8,452

医用画像システム保守点検業務委託料 令和3年度 7,061

医療ガス設備保守点検業務委託料 令和3年度 4,344

エレベーター等保守管理業務委託料 令和3年度 4,334

病院管理等業務委託料 令和3年度 3,089

空調設備保守点検業務委託料 令和3年度 3,401

病院清掃業務委託料（栖本） 令和3年度 2,297

内視鏡保守点検業務委託料 令和3年度 2,074

浄化槽清掃等業務委託料 令和3年度 1,532

排水処理槽点検業務委託料 令和3年度 1,459

消防設備保守点検業務委託料 令和3年度 1,360

人工呼吸器等保守点検業務委託料 令和3年度 1,281

自動分析装置保守点検業務委託料 令和3年度 1,242

コンピューテッドラジオグラフィ保守業務委託料 令和3年度 942

栄養管理システムソフトウェア保守委託料 令和3年度 516

臨床検査業務委託料 令和3年度 契約に定める額

酸素供給装置賃借料 令和3年度 契約に定める額

人工呼吸器賃借料 令和3年度 契約に定める額
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議第１３１号 

令和２年度天草市水道事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和２年度天草市の水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和２年度天草市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

収  入 

第１款 事業収益          2,633,016 千円               1,997 千円             2,635,013 千円 

第２項 営業外収益         733,938 千円               1,997 千円             735,935 千円 

支  出 

第１款 事業費             2,475,394 千円              △16,650 千円                2,458,744 千円 

第１項 営業費用             2,265,122 千円              △16,650 千円                2,248,472 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，１６９，７８６千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額４７，１２９千円、過年度分損益勘定留保資金１，１２２，６５７千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不
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足する額１，１７３，４５４千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４７，１２５千円、減債積立金１８０，０００千円

及び過年度分損益勘定留保資金９４６，３２９千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

収  入 

第１款 資本的収入          290,332 千円               △35 千円              290,297 千円 

第１項 出資金           225,099 千円                △35 千円             225,064 千円 

支  出 

第１款 資本的支出           1,460,118 千円                3,633 千円                1,463,751 千円 

第１項 建設改良費             554,126 千円                3,633 千円                 557,759 千円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）         （既決予定額）         （補正予定額）               （計） 

（１）職員給与費          185,178 千円            △13,017 千円              172,161 千円 

 （債務負担行為） 

第５条  予算第８条の次に次の１条を加える。 

（債務負担行為） 

第９条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 
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事   項 期   間 限 度 額 

水道施設運転管理等業務委託 令和 3 年度～令和 7 年度 1,041,415 千円

年度別内訳 

令和 3 年度 

令和 4 年度 

令和 5 年度 

令和 6 年度 

令和 7 年度 

208,283 千円

208,283 千円

208,283 千円

208,283 千円

208,283 千円

水道事業水質検査業務委託   令和 3 年度 22,029 千円

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   
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議第１３２号 

令和２年度天草市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和２年度天草市の下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和２年度天草市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

支  出 

第１款 事業費             1,865,458 千円           2,090 千円           1,867,548 千円 

第１項 営業費用           1,747,525 千円           2,090 千円           1,749,615 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６５７，０９９千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１５，６１６千円、過年度分損益勘定留保資金２１６，７２０千円、当年度分損益勘定留保資金４２４，７６３千円」

を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６５５，４７１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１５，６１

４千円、減債積立金１５０，０００千円、過年度分損益勘定留保資金２２４，４３０千円、当年度分損益勘定留保資金２６５，４２７千

円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 
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（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

支  出 

第１款 資本的支出           1,136,586 千円          △1,628 千円           1,134,958 千円 

第１項 建設改良費           432,724 千円          △1,628 千円            431,096 千円 

（債務負担行為） 

第４条  予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について次のとおり追加する。 

事   項 期   間 限 度 額 

本渡浄化センター及びポンプ場運転管理業務委託  令和 3 年度～令和 7 年度 973,565 千円

年度別内訳 

令和 3 年度 

令和 4 年度 

令和 5 年度 

令和 6 年度 

令和 7 年度 

194,713 千円

194,713 千円

194,713 千円

194,713 千円

194,713 千円

一町田雨水ポンプ場運転管理業務委託 令和 3 年度～令和 7 年度 18,240 千円

年度別内訳 

令和 3 年度 

令和 4 年度 

3,648 千円

3,648 千円
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 令和 5 年度 

令和 6 年度 

令和７年度 

3,648 千円

3,648 千円

3,648 千円

本渡処理区マンホールポンプ場運転管理業務委託 令和 3 年度 4,055 千円

本渡処理区雨水渠スクリーン清掃管理業務委託 令和 3 年度 1,856 千円

本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託 令和 3 年度 25,516 千円

下田浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 8,884 千円

高浜浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 14,409 千円

一町田浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 12,154 千円

汚泥脱水業務委託 令和 3 年度 8,715 千円

佐伊津浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 9,884 千円

佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託 令和 3 年度 1,857 千円

本郷漁業集落排水処理施設維持管理業務委託 令和 3 年度 11,104 千円

宮田浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 12,059 千円

通詞島排水処理施設維持管理業務委託 令和 3 年度 8,057 千円

宮野河内浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 8,610 千円

﨑津浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 9,109 千円

棚底浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 10,813 千円

新町浄化センター維持管理業務委託 令和 3 年度 3,057 千円
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水質・汚泥成分分析業務委託 令和 3 年度 10,769 千円

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第９条（１）に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

（１）職員給与費           102,323 千円          462 千円               102,785 千円 

令和２年１１月３０日提出 

天草市長 中 村 五 木   
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